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IR（Institutional Research）の実施状況と特徴 

―国立大学における取り組み状況に注目して― 

 

岩 崎 保 道 

 

要旨 

本稿は、IR（Institutional Research）の実施状況と特徴を明らかにするものである。

その方法として、IR に関する先行研究を踏まえ国立大学における取り組み事例を分析する。 

国立大学の法人化（2004 年度）以降、事業成果を客観的に評価したり次期政策のエビテ

ンスとなる科学的な分析データが重視されるようになった。特に、法人評価の結果は「第

三者評価の結果を大学の資源配分に確実に反映される」ことから、大学データを戦略的に

活用することが国立大学の課題となっている。国立大学が法人化の趣旨を真に活かした事

業展開するためには、科学的な根拠に基づいた政策判断が重要になる。そのためにも優れ

た情報分析の手法や取り組みを導入することが大学機能の向上に必要になると考える。  

前述の目的を達成するため、以下の展開により検討を行う。第一に、国立大学における

IR の必要性に関する先行研究を紹介する。第二に、IR に関するアンケート調査結果を紹

介することにより、IR の実施状況を概観する。具体的には、日本生産性本部（2012）及

び高田ほか（2012）による調査結果を紹介する。第三に、国立大学における IR の取り組

みとして、三大学の取り組みを紹介する。教学データを中心にするものや大学全体に関わ

るデータを対象にして情報分析するものなど、各大学の趣旨に応じた体制が構築されてい

る。第四に、まとめとして国立大学における IR の特徴を整理する。 

筆者は、勤務校において IR や大学評価に関わる業務を行っている。これまでの評価業

務を通じて、大学データの管理や情報分析は大きな役割を担う実感を持った。特に IR は

大学改革に資する情報を提供する職責を持つ業務と考え、高等教育の質的向上につながる

ことを期待して当該研究を行うものである。  
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はじめに 

本稿は、IR（Institutional Research）の実

施状況と特徴を明らかにするものである1。その

方法として、IR に関する先行研究を踏まえ国立

大学における取り組み事例を分析する。近年、

我が国の大学において IR が注目され、IR 組織

が次々と設置されている。日本生産性本部

（2012）の調査結果によると、約 2 割の大学が

IR を設置している。この動向は、情報分析が一

部の大学において重視されつつある表れである

と思われる。また、山田（2011,p.1）は IR が注

目されている理由について「大学での学習を通

じての教育の質の保証を求める動きの急速な進

展のなかで、高等教育全体ののみならず個々の

大学における教育成果の提示が重要な論点とな

ってきていることが要因である。評価される大

学にとっては、教育成果を測定するにあたって、

教育に関するデータをどのように集積し、測定

し、そしてそれらの結果を改善につなげていく

かということが「教育の質保証」のベースであ

ると認識されるようになってきた」と指摘した。

このように高等教育の質保証が重視されるなか、

IR が大学事業の成果やその検証手段として注

目されている。 

一方、所轄庁においては情報分析の取り組み

を政策的に推進している。2012 年に文部科学省

は「大学改革実行プラン」を公表し、大学改革

方向性を「社会との関わりの中で、新しい大学
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づくりに向けた改革を次の方向で迅速かつ強力

に推進する」として「Ⅰ.激しく変化する社会に

おける大学の機能の再構築、Ⅱ.大学の機能の再

構築のための大学ガバナンスの充実・強化」と

述べた。このうち、Ⅱ.の具体的な方策として「大

学ポートレート」及び「客観的評価指標の開発」

を示した。前者は、大学情報を自らの活動状況

を把握・分析することを趣旨の一つとしている。

後者は、大学の教育力、研究力、地域貢献、国

際性などに関する強みを客観的に明らかにする

ことを趣旨の一つとしている。また、大学評価・

学位授与機構においては2010年にIR研究会が

設置され IR に関する調査研究が行われた。 

国立大学における IR に注目した理由は次の

点にある。国立大学の法人化（2004 年度）以降、

事業成果を客観的に評価したり次期政策のエビ

テンスとなる科学的な分析データが重視される

ようになった。特に、法人評価の結果は「第三

者評価の結果を大学の資源配分に確実に反映さ

れる」ことから、大学データを戦略的に活用す

ることが国立大学の課題となっている2。国立大

学が法人化の趣旨を真に活かした事業展開する

ためには、科学的な根拠に基づいた政策判断が

重要になる。そのためにも優れた情報分析の手

法や取り組みを導入することが大学機能の向上

に必要になると考える。 

 冒頭で示した目的を達成するため、以下の展

開により検討を行う。第一に、国立大学におけ

る IRの必要性に関する先行研究を紹介する（本

稿の 1.）。第二に、IR に関するアンケート調査

結果を紹介することにより、IR の実施状況を概

観する。具体的には、日本生産性本部（2012）

及び高田ほか（2012）による調査結果を紹介す

る。（本稿の 2.）。第三に、国立大学における

IR の取り組みとして、山形大学、高知大学、佐

賀大学の取り組みを紹介する。教学データを中

心にするものや大学全体に関わるデータを対象

にして情報分析するものなど、各大学の趣旨に

応じた体制が構築されている（本稿の 3.）。第

四に、まとめとして国立大学における IR の特

徴を整理する（本稿の 4.）。 

 筆者は、勤務校において IR や大学評価に関

わる業務を行っている。これまでの評価業務を

通じて、大学データの管理や情報分析は大きな

役割を担う実感を持った。特に IR は大学改革

に資する情報を提供する職責を持つ業務と考え、

高等教育の質的向上につながることを期待して

当該研究を行うものである。 

 

1. 国立大学におけるIRの必要性について 

 秦（2011）は国立大学における IR の必要性

について下記の四点にまとめた。その特徴は「1. 

財務面での必要性」「3. 教育の質保証の確保の

必要性」などで示された通り、国立大学の法人

化の影響が大きいと思われる。すなわち、自主

自律した大学経営を展開するための手法として

情報活用の必要性が生じたのである。その範囲

は財務、管理運営、教育など大学全般に関わる

情報である。また、「2. 法人評価、認証評価、

中期目標・中期計画、情報公開の義務化」は法

人評価において、事業計画に沿って達成状況を

管理する目標管理型の評価システムであること

から、データ蓄積などエビテンスを作成する必

要性が高い。「4. 他の国立大学との比較の必要

性」は事業評価の観点によるランキングである。

その活用方法として運営費交付金の配分に直結

する可能性があるため、国立大学の関係者は大

きな関心を払っている。 

 以上のように、IR は大学情報をデータ化（可

視化）して教育や管理運営を改善させる趣旨を

持つ。このなかで、他の設置者（公立大学、私

立大学）と大きく異なる点は、国立大学法人評

価との関わりである。つまり、教育や管理運営

の事業評価となる中期計画の達成状況の評価結

果は、当該国立大学の事業評価として社会に公

表されるとともに大学財政にも反映されること

になる。運営費交付金が毎年 1%削減されてい

るなか、国立大学にとって国立大学法人評価の

影響は非常に大きい。 
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国立大学におけるIRの必要性（秦,2011,pp.29-31）【筆者が一部修正】

1. 財務面での必要性
　法人化に伴い自らで経営し運営することとなれば、それに必要な経営情報の収集やその
分析は不可欠である。

2. 法人評価、認証評価、中期目標・中期計画、情報公開の義務化
　法人評価や中期目標・中期計画、認証評価の効果を検証するためのエビテンスとしてIRが
必要とされる。また、大学情報を外部へ公開するにあたり、公開するに相応しいデータや
フォームが求められることとなった。

3. 教育の質保証の確保の必要性
　国立大学では中期目標・中期計画の策定や業績評価において、教育に関する計画・目標
の設定とその業績評価は必須事項であり、それらを遂行するには教育IRによる情報収集・
分析は重要な業務である。

4. 他の国立大学との比較の必要性
　一緒に歩んできた国立大学同士でも、少なからず競争相手として意識することが必要と
なった。その理由は、運営費交付金の配分が評価や成果に基づいて決定されていくように
なるとの見方が大方であるからである。

 

 

2. IR に関する調査研究 

 我が国において IR に関する調査研究は増え

つつある。本章では、IR の取り組み実態や課題

に関する調査研究の成果を紹介する。実施割合

の動向や課題点など、興味深い調査結果が示さ

れている。 

2.1 日本生産性本部による調査研究 

日本生産性本部（2012）は IR に関するアン

ケート調査を実施した3。 

図 1 は IR の実施割合をみたものである。「実

施している」は 19.0%に止まり、「実施してい

ないが検討中」（50.0%）が最も高かった。た

だし、今後、実施割合は高くなる可能性がある。

設置者別に実施割合をみると、「実施している」

は国立大学 33.3%、公立大学 9.1%、私立大学

21.4%であった。国立大学は IR への取り組みが

他の設置者に比べ、やや積極的といえる。図 2

は IR を実施していない理由を示すものである

（図 1 において「IR を実施していないが検討

中」「IR を実施しておらず、今後も予定なし」

と回答した大学に対する質問）。「IR を行える

だけのノウハウがあるスタッフがいないから」

（60.6%）、「IR を行うだけの人員数がいない

から」（42.4%）は IR を組織するスタッフに関

わる課題であり、回答割合が比較的高かった。

「IR を行うことのメリットが明確ではないか

ら」（27.3%）、「何について、どのように行

うのか分からないから」（18.2%）は比較的低

い割合であった。これらは IR の意義や必要性

について十分な認識がされていない回答グルー

プと思われる。 

以上の結果より、一部の大学が IR について

積極的に取り組んでいる印象を受ける。 

 

図1 IRの実施割合(n=42)（日本生産性本部,2012,p.7）

実施していないが検
討中,50.0%

実施しておらず、今
後も予定はな

い,31.0%

実施している,19.0%
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図2 IRを実施していない理由:複数回答可（n=33）（日本生産性本部,2012,p.9）
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2.2 高田ほかによる調査研究 

 高田ほか（2012）は国立大学の理事等を対象

として IR に関するアンケート調査を実施した4。

図3は IR機能が必要な理由を問うものである。

集中する項目はないが、経営改善や外部環境へ

の対応に必要と回答した割合が比較的高かった。

教学分野への必要性が低い割合だった点は、山

田（2011,p.11）が「個々の大学における教育成

果の提示が重要な論点となってきている」とい

う指摘と矛盾している。次に、図 4 は IR に関

する課題を問うものである。課題は組織面、人

材面、情報処理施設等、データ面、コスト面、

外部環境面など広範囲にわたっている。特にデ

ータ面の課題である「大学内に分散している情

報を調整・統合することが困難である」（55.8%）

が最も高い割合だった。 

以上の結果は、IR の基礎的段階が構築できて

いない大学が多いことを示している。IR 業務は

情報の収集・整理が整備されていることが前提

である。これが不十分であれば IR が機能不全

に陥る可能性が高い。また、「政府の政策的な

支援が必要」が約 4 割、「大学間の連携が必要」

が約 3 割あった。これは、「自発的・自律的な

IR の構築が困難」と捉える大学の割合であろう。

所轄庁の支援や他大学との協働体制が実現でき

れば、個々の大学の負担（労力など）は軽減で

きるかもしれない。 

なお、高田ほか（2012,p.30）は「国立大学と

してのニーズ、ヒト、モノ、時間等の経営資源

を踏まえつつ、IR のあり方の検討を迅速に行う

必要がある」とまとめた。 

 

図3 IR機能が必要な理由（n=52）（高田ほか,2012,p.114）
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図4 IRに関する課題【全体】（n=52）（高田ほか,2012,p.120）
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3. 国立大学における IR の取り組み事例 

 IR の趣旨や制度は大学によって異なる。その

理由は、大学によって必要とされる情報が同じ

ではないからだ。大学の基礎的データ、教学デ

ータ、財務データなど多様な情報のうち、目的

や活用方法に応じたデータ分析が望まれる。本

章では、国立大学における IR の取り組み事例

として、エンロールメント・マネジメントの事

例や総括的な情報分析を行うものなど三大学を

取り上げる。 

 

3.1 山形大学における EM 

 山形大学では 2007 年度に EM（エンロール

メント・マネジメント）室が設置された（その

後、2011 年 4 月にエンロールメント・マネジ

メント部に昇格した）5。EM は全学的な取り組

みとして、学生の大学への期待、満足度、成長

の自覚、目標達成感等を向上させることを中心

においた教育改革マネジメント・サイクルの実

現を目指すものである。これは、管理会計的 IR

を志向するEMIR 統合システムであり、意思決

定に資する IR の取り組みといえる。EM の基

本的なコンセプトは学生の立場になって考える

姿勢を持つこと、つまり「学生を知り抜くこと」

にある。そのためには・分析的な視点で学生を

捉える、・会議で学生のニーズを決めない、・

学生をわかったつもりで議論しない、・学生を

知ることを決してあきらめない、といった観点

で主観的な考えや憶測をベースに議論せず、デ

ータや FACT を中心にした科学的な観点によ

り議論することを前提にしている。 

 図 5 は山形大学における IR の取り組みであ

る。「総合的学生情報データ分析システム」は、

学生の大学への期待、満足度、成長の自覚、目

標達成感等を向上させることを中心においた教

育改革マネジメント・サイクルの具現化を目指

すものである。学生一人ひとりの入学前情報、

在学中の教育や学生生活の情報、就職情報、卒

業後のデータを収集・分析することにより学生

情報を分析することができる。学生個人の入学

～在学～卒業の経年的状況をデータ化すること

から全体的な傾向を知ることができる。つまり、

どのような入学生がどのように学習成果を示し

学生生活を送っているのか。また社会に出てい

くのか。さらに、在学する大学に対してどう評

価しているのか。学生を消費者として捉えるの

なら、消費者が在学校と関わるあらゆるデータ

は重要な情報である。 

 なお、山形大学の第2期中期計画では「大学の

諸活動に関するデータを集約するシステムを構

築し、評価や戦略策定に活用する」と定め、2012

年度計画では「大学の諸活動に関する基礎デー
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タの収集及び大学情報データベースの研究者デ

ータの充実を図り、学内での情報共有を促進さ

せる」としている。 

 

 

図 5 山形大学における IR の取り組み（福島,2012） 

 

3.2 高知大学における情報分析・評価管理シ

ステム 

 高知大学では教育研究活動及び管理運営のさ

らなる向上を目指し、大学の理念と目的の実現

に資するため、教職員が一体となった内部質保

証システムとして 2012 年度より評価改革機構

を設置した。同組織は大学改革に資するための

諸施策の策定及び提言や自己点検・評価に関す

る企画・立案及び実施、中期目標・中期計画及

び年度計画における助言及び評価などを行って

おり、学内におけるさらなる自己点検・評価を

推進する業務を行っている。評価改革機構には

組織評価部会（法人評価、認証評価などを取り

扱う）、個人評価部会（教員評価システムや事

務職員評価を取り扱う）、情報収集分析部会（教

員データベースや学生データベースなどを取り

扱う）及びそれらを取りまとめる運営委員会で

構成される（図 6）。同機構の検討結果は役員

会に具申される（役員会より諮問を受け改革提

言を行う）。学内外のデータを分析した結果を

根拠として政策判断に活用することを目的とし

ている。 

 機構における部会は三つに分かれているが強

い関連性を持つ部分がある。例えば、情報収集

分析部会における大学情報データベースは組織

評価部会で取り扱う法人評価、認証評価の基礎

資料となる。また、個人評価部会における教員

評価システムの基礎データは情報収集分析部会

で取り扱う教員データベースに提供される。各

部会で大学評価を分業して取り扱うことにより、

検討内容や責任体制が明確になる。このことに

より、大学機能の強化に活用できる期待が持て

る。 

 なお、評価改革機構の設置は第 2 期中期計画

において「教職員が一体となった評価改革機構

（仮称）を組織し、確実な改善を実施するとと

もに取組内容を公表する」と定め、2012 年度計

画では「評価改革機構の業務を開始し、評価基

準並びに評価方法等の検討を行う」としている。 
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図 6 高知大学における IR の組織体制（高知大学ウェブサイト: 

http://www.kochi-u.ac.jp/outline/tenken_hyouten.html）2012 年 11 月 16 日確認。 

 

3.3 佐賀大学における IR 室 

 佐賀大学では 2012 年度に以下の機能を有す

る学長直下組織を設置した（図 7）。IR 室の業

務として以下のものがある（国立大学法人佐賀

大学インスティテューショナル・リサーチ室設

置規則より抜粋）。(1)情報の提供及び分析を通

じた計画策定の促進及び支援、(2)情報の提供に

よる意思決定の支援、(3)高等教育政策の分析、

情報の提供及び政策関連テーマの研究、(4)評価，

説明責任，自己点検プロセスの調整及びそれに

必要な情報の提供、(5)学生意向調査，エンロー

ルメント・マネジメント研究等の支援、(6)デー

タベースを利用したデータ収集及び検証並びに

当該データベースの整備、(7)収集データの分析

及びその解釈並びにコンサルテーション、(8)

政府等へのレポート作成及び外部出版物へのデ

ータ提供の支援、(9)学内におけるデータ及び情

報の普及活動並びにデータ分析報告の支援。同

大学は「「情報提供機能」に加えて「影響機能

（現場のモチベーション向上）」の 2 つの機能

を備えたIRを目指し、経営戦略に必要なPDCA

サイクル支援の実質化に弾みをつけます」とし

ている（佐賀大学ウェブサイト,2012）。 

 なお、IR 組織の設置に関して、佐賀大学の第

2 期中期計画では「学長を支える業務執行体制

の円滑かつ機動的な運用、各部局等との連携協

力、経営協議会など外部有識者の意見の活用、

大学経営に必要な分析データの活用などにより、

戦略的な大学運営を行う」と定め、2012 年度計

画では「大学運営に必要なPDCA サイクルを支

援する IR 体制を整備し、学内データの活用・

分析方法や IR 開発関連システムの準備を進め

る」としている。 

 



8 

 

図 7 佐賀大学における IR の取り組み（佐賀大学,2012） 

 

3.4 小括 

 三大学とも、IR を専門に取り扱う組織がある。

ただし、このなかで大学評価（法人評価、認証

評価）を業務に含む大学は高知大学だけであっ

た（山形大学および佐賀大学は別の部署が大学

評価を担当している）。大学評価と関連付けて

IR を行うか、あるいは大学評価と一線を引いて

独立した形態で IRを行うかは各大学の IR体制

によって異なる。また、各大学において取り扱

う情報は様々である。高知大学および佐賀大学

においては、教育・研究・管理運営の各情報を

対象としており、山形大学は教学情報が対象と

なっている。分析手法や活用方法は異なるが、

「大学情報を活用することにより、戦略的な大

学経営に資する」ことを志向している。 

 

4. 国立大学における IR の特徴 

2 章では IR の実施状況を概観した。IR 組織

を設置する大学は約 2 割に止まる状況や IR の

必要性を認識しながらも様々な課題を抱えてい

る状況を紹介した。3 章では三国立大学におけ

る IR の取り組み状況を紹介した。明確な目的

を持った IR の組織体制が構築されている状況

を説明した。 

 以上の検討結果を踏まえ、国立大学における

IR の特徴を整理する。 

 第一に、国立大学における IRの取り組みは、

大学間によって相当な格差が生じている。山形

大学や佐賀大学などのように IR に対して積極

的に取り組む事例がある一方、2.1 で述べたよ

うに国立大学で IR を実施していない割合は 7

割あった。IR の実施を検討中の大学も相当数あ

るが、データの蓄積や分析者の育成（あるいは

経験を積む）には一定時間を要するため、先行

する大学に比べると実効性の面で遅れが生じる

ことになろう。 

 第二に、多くの国立大学が IR 機能の必要性

を認めながらも、十分浸透していない要因は内

外の取り巻く環境にあると思われる。図 2、図

4 をみると、コストやポストの問題が挙げられ

ている。国立大学の場合、「学長裁量ポスト」

により教員を採用する大学もあり、人件費の捻

出が大きな課題となる。 

 第三に、国立大学における IR の取り組みは

「教学重視」「管理運営を重視」「大学評価と

関連付けて展開」など多様性に富んでいる（た

だし、他の設置者においても同様の状況である

可能性がある）。大学によって IR の趣旨や取

り組み方法が異なるため当然のことであるが、

その大学の規模や目標にマッチングした IR 体

制が構築されなければならない。このことは、
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すべての大学に通用するといった画一的な IR

体制を作ることは難しいことを意味する6。 

 以上が本稿の検討結果である。冒頭で説明し

たように、国立大学においては大学機能の再構

築が大きな課題となっている。第 2 期中期目

標・計画においては、第 1 期の事業実績を踏ま

え、より具体的な事業成果を社会に対して明示

する義務がある。IR はその手段として活用でき

る可能性を持つ。今後、我が国において IR を

活用した成功事例や研究成果が蓄積すれば、よ

り効率的で精度の高い分析が行える期待が持て

る。そのためにも各大学は大学情報の活用方策

について、あらゆる観点から検討することが重

要である。IR 改善のための考察は重要なテーマ

であり、継続して取り組む予定である。 
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